
 

次期「滋賀県公共施設等マネジメント基本方針」の策定（最終案）について 

 
１ 趣旨 

平成 28 年３月に県が管理する全ての公共施設等を対象に、中長期的な取組の方向性を明らか

にした「滋賀県公共施設等マネジメント基本方針」（以下「マネジメント方針」という。）を策

定し、施設の長寿命化をはじめ、計画的な更新・改修や施設総量の適正化等を推進してきた。 

現方針は今年度に方針期間（平成 28 年度～令和７年度）の最終年度を迎えることから、他の

関連する計画との整合性を図りつつ、これまでの成果と課題を踏まえた上で、次期方針の策定

を行う。 

 

２ 次期マネジメント方針の基本的な枠組み 

  （１） 方針期間 

  令和８年度（2026 年度）から令和１７年度（2035 年度）までの１０年間とする。 

  （２） 方針の性格 

本県の公共施設等全体にわたる基本的な方

針を総合的・体系的に取りまとめたものであ

り、総務省通知に基づく「公共施設等総合管理

計画」として策定。 

 
 
 
 
３ 県民政策コメントおよび市町への意見照会 

 意見等の募集期間 令和７年 10 月 22 日から令和７年 11 月 21 日まで 

 意見等の提出件数 10 件 

 

４ これまでの経過と今後の予定 

年 月 内容 

令和６年 

(2024 年) 

    12 月 特別委員会報告（骨子案） 

令和７年 

(2025 年) 

10 月 常任委員会・特別委員会報告（原案） 

10～11 月 県民政策コメントの実施 

令和８年 

(2026 年) 

３月 常任委員会・特別委員会報告（最終案） 

次期マネジメント方針策定 

 

「マネジメント方針」は大きな方向性を示す指針であ

り、「更新・改修方針」は次の 10 年間で取り組む建替

えや大規模改修事業について個別に記載したもの 

→令和７年度中に策定 

令和７年度中に策定 

総務・企画・公室常任委員会資料 15-1 

令 和 ８ 年 ( 2 0 2 6 年 ) ３ 月 1 0 日 

総 務 部 財 政 課 財 産 活 用 推 進 室 
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「滋賀県公共施設等マネジメント基本方針」原案に対して提出された意見等と 

それに対する滋賀県の考え方について（案） 
 
 
１ 県民政策コメントの結果 

令和７年10月22日（水）～令和７年11月21日（金）までの間、滋賀県民政策コメントに関する

要綱（平成12年滋賀県告示第236号）に基づき、「滋賀県公共施設等マネジメント基本方針」原案

についての意見・情報の募集を行った結果、県民および団体（市）から合計10件の意見が寄せら

れました。 

これらの意見に対する滋賀県の考え方は次のとおりです。 

なお、取りまとめに当たり、提出された意見は、その趣旨を損なわない範囲で内容を要約した

ものとなっています。 

 

 

２ 提出された意見の内訳 

項目 県民 団体 

３ 公共施設等の現状および将来の見通し   

（２）人口推計と今後の見通し ２件  

４ 総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針   

（１）現状および課題に関する基本認識等 １件  

（２）公共施設等の管理に関する基本的な考え方 ５件  

５ 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針   

 （３）警察施設  １件 

（４）道路施設 １件  

計 ９件 １件 

 

合計 10件 
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３ 提出された意見とそれに対する滋賀県の考え方 

No. 頁 意見概要 意見等に対する考え方 

１ 10 

人口の将来推計は県の人口

減少対策の効果を見込んだ数

値なのか。人口減少に関する

政策そのものが間違っている

という原点に立ちかえった見

直しが必要かと考える。 

「滋賀県人口ビジョン」では、結婚・出産・子育て

の希望を実現できる環境づくりの充実や、県内外から

「選ばれる滋賀」を目指す取組に加え、人口が減少し

てもなお持続的な地域をつくることを取組の方向性と

して示しており、取組の成果が発現した場合の将来の

姿として、2050 年に 123.2万人となることを見込ん

でいます。 

「人口の将来推計」では、全国的に統一した方法で

示す国立社会保障・人口問題研究所の推計を採用して

いますが、「今後の見通し」においては、各種取組に

よる成果の発現を見込み、滋賀県人口ビジョンによる

将来見通しを採用しているところです。 

２ 10 

人口との比率を考えると

2050 年までには公共施設を

13．5％削減することも目標に

すべきではないか。人口が減

るにもかかわらず公共施設を

充実させていくことは矛盾し

ている。 

多様化する行政ニーズに対応するため、特別支援学

校の新設など、新たな施設整備が必要となる事例もあ

ることから、人口による指標のみをもって最適な施設

総量を判断することは困難であると考えています。 

他方で、人口減少や少子高齢化等に伴う利用ニーズ

の変化が見込まれることから、施設特性に応じた適正

な施設総量となるよう、施設の廃止、集約化、減築等

の取組を進めてまいります。 

３ 14 

施設を維持するのではな

く、税収等も減少するため老

朽化した施設、耐用年数を超

えた施設は順次廃止していく

べきではないか。 

 

 

 

 
 

社会経済情勢等の変化により、中長期的に見ると施

設に対する需要が低下することも予想される中、すべ

ての施設を現状の規模のまま維持し続けることは、財

政面や効率性の観点から適切ではないと考えます。 

今後とも持続可能で質の高いサービスを切れ目なく

提供していくため、選択と集中の徹底を図り、利用見

込みのない施設は適切に処分・除却を進め、施設の更

新等が必要なものについては、施設の将来ニーズを見

据え、規模や配置等の最適化を図ってまいります。 
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No. 頁 意見概要 意見等に対する考え方 

４ 16 

高い BCP を実現するために

は、安定したインフラ設備が

重要になる。再エネ設備の積

極導入を掲げているが、特に

太陽光発電では夜間に発電す

ることができず、災害等の観

点から脆弱性がある。また大

規模な蓄電池等を併設すると

なると大規模な資金が必要に

なるため、必要最低限の公金

投資にしていただきたい。 

 太陽光発電設備の導入については、施設の電力使用

状況、日射、耐荷重などを見極めたうえで、設置の可

否、導入容量や蓄電池の有無を決定することとしてお

り、費用対効果を見極めながら実施してまいります。 

５ 16 

なぜ太陽光発電なのか具体

的な根拠を示してほしい。ど

の程度 CO₂をトータルとして

ゼロにできるのか科学的根拠

となる計算式を開示してほし

い。投入する公金に見合った

成果がどの程度出せるのか。 

県庁率先行動計画では、県有施設の温室効果ガス排

出削減目標を定めており、県有施設に設置可能な再エ

ネ設備としては、騒音などの観点から太陽光発電設備

に限定されます。 

また、資源エネルギー庁の示す「省エネルギー法 

定期報告書・中長期計画書(特定事業者等)記入要領」

に基づき、削減量を算定しており、県庁率先行動計画

において、太陽光発電設備の導入により２０４０年度

までに１,１００t程度の温室効果ガスの削減（成

果）を見込んでいます。 

６ 16 

 わが国の GX投資 150 兆円に

対して、地球の温度が下がる

想定が 0．006℃との分析があ

る。日本全体で見た場合の効

果が微小なため、滋賀県とし

て取り組んだ対策がどの程度

の効果があるのかを見える化

することは大変困難である。

どのような手法を用いて温室

効果ガス排出実態の影響の見

える化をするのか。投入した

公金とそれにより得られる県

民の利益とは。 

 今回、見える化をするのは温度ではなく、県有施設

から排出される温室効果ガスの排出量（t-CO₂）であ

り、空調改修・LED 化などの効果を推計するもので

す。地方公共団体は「地球温暖化対策推進法」に基づ

き温室効果ガス排出削減の取組や削減目標等を定める

必要があり、環境省・経済産業省が定める「温室効果

ガス排出量算定・報告マニュアル」に基づき算定する

ことになっております。 

また、見える化により取組の効果を可視化することで、

県の取組の進捗管理に加え、費用対効果の検証や環境

意識の向上等、CO₂ネットゼロに向けた取組につなげて

まいります。  
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No. 頁 意見概要 意見等に対する考え方 

７ 24 

人口減少を見据え、生命に

直結しないような施設は削減

し、捻出した財源を用いて、

水道設備維持管理業務の技術

研修などを行い、技術職員へ

の異動を推進することが簡単

に実現できる対策である。 

効率的な税金の運用を見据

え、無駄な事業は廃止して、

県としても技術職員の養成、

異動なども考えられる対策の

一つである。 

人口減少など社会経済情勢の変化に伴い行政ニーズ

が複雑化・多様化する中、限られた人員と財源でさま

ざまな行政課題に対応していくため、「滋賀県行政経

営方針」に基づき、ヒト・財源の配分のシフト等によ

り持続可能な行財政運営に努めているところです。 

特に、水道事業をはじめとするインフラ維持管理に

おける技術職員の確保や人材育成は、重要な課題であ

ると認識しており、研修の実施や計画的な人材確保な

ど、技術職員の確保・養成に引き続き取り組んでまい

ります。 

８ 24 

デジタル人材は民間企業等

の協力を仰げば特に県側で必

要となる業務はない。現場で

技術職として重要なインフラ

を維持していくなり手が不足

している状況を踏まえ、まず

は現場にて水道管の施工作 

業、維持管理、災害時におけ

る水道管修復等の緊急対応勤

務を行う職員体制の構築が重

要である。 

 デジタル技術の活用による業務の効率化・省力化

は、限られた人員でより効果的にインフラ管理を行っ

ていく上で重要な取組であり、民間事業者等の協力も

仰ぎつつ、県においてもデジタル人材の育成を進めて

いく必要があると考えております。 

 管路の劣化状況のデータ管理や異常検知システムの

導入等により現場職員の負担軽減や予防保全の強化を

図るなど、デジタル技術を活用することで、現場職員

をより注力すべき業務にシフトできる環境を整備して

まいります。 

９ 37 

犯罪認知件数が増加する

中、交番・駐在所の役割は一

層重要である。統廃合は慎重

な検討を求める。 

警察施設の整備については、治安情勢等を総合的に

勘案し、検討を行ってまいります。 

10 39 

道路照明灯は対象か。故障

した際に部品がなかなか納入

されず、修理に長期間を要し

ている。事前に県として部品

を一括購入して、ストックし

ておくことはできないのか。 

道路付属物の一つとして、道路照明灯も対象として

います。 

現在、道路照明灯については、省エネ化や不点灯と

なるリスク軽減のため、LED 灯具への更新を進めてい

るところですが、部品のストックについては、道路照

明灯の種類が多く、その適合性の関係から、現段階で

は想定しておりません。今後とも、道路照明灯の不点

灯など、不具合が生じた際には、通行に支障が出ない

よう、仮照明の設置により早期対応に努めてまいりま

す。  
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次期「滋賀県公共施設等マネジメント基本方針」（最終案）

１ 策定趣旨等 本編p.3～4

公共施設等の総合的かつ計画的な管理の取組に当たって、中長期的な視点

で、考え方の方向性、取り組むべき内容、推進体制など基本的な枠組みを定

め、全庁的な共通認識のもと効果的な取組を推進することを目的に策定

【方針の位置づけ】 本県におけるファシリティマネジメント （建築物）およびアセットマネジメント
（インフラ施設等）を推進するための全庁的な方針として策定

２ これまでの取組と成果 本編p.5～6

（４） 維持管理の最適化、施設の有効活用

運営改善目標の達成状況（令和６年度） 対象施設 148施設

100%以上達成：１９施設 80%以上100％未満：11５施設

50%以上80%未満：1３施設 50%未満：１施設

PPP/PFI推進の取組（令和６年度）

近江学園、滋賀アリーナおよび県営住宅（新庄寺団地）の建替（竣工済）

東北部工業技術センターおよび新・琵琶湖文化館の建替（着手中）

【策定趣旨】

【方針の期間】 令和８年度（２０２６年度）～令和１７年度（２０３５年度）（１０年間）

【対象施設】 県が所有・管理する全ての施設（建築物、インフラ施設、公営企業施設、地方独立行政法人）

インフラ施設等

■ 施設類型ごとの長寿命化計画（個別施設計画）を策定し、計画に基づいた

適切な維持管理を実施

■ 施設の耐震化のほか、役割を終えた施設の廃止等を実施

（主な取組）

（１） 良質な性能および安全性の維持・確保

道路施設 点検計画に基づき、定期点検を実施

修繕が必要な施設については、修繕計画に基づき、適切に修繕を実施

（２） 施設総量の適正化

県営住宅 滋賀県営住宅長寿命化計画に基づき、集約建替や用途廃止を実施

（３） 施設の長寿命化、計画的な更新・改修

工業用水道事業施設・水道用水供給事業施設

設備機器等について、維持管理指針等に基づき適切な点検・整備を継続する

ことにより長寿命化を推進

（４） 維持管理の最適化、施設の有効活用

公園施設 指定管理者制度・公募設置管理制度（Park－PFI）等の制度の積極的な活用により、

民間事業者等の参画を推進し、民間との連携による公園の活性化を推進

建築物

（１） 良質な性能および安全性の維持・確保

施設点検マニュアルに基づく点検実施率（令和６年度） 100％（長寿命化対象施設（143施設））

（２） 施設総量の適正化

現方針の期間終了時点の施設総量がH27年度末より増加しないことを目標に設定

（施設総量） H27年度末 1,476,693㎡ →  R６年度末 1,462,525㎡

（施設数） H27年度末 490施設 → R6年度末 418施設（416施設）

（３） 施設の長寿命化、計画的な更新・改修

長期保全計画に基づく平成28年度から令和７年度までの事業実施率（見込み）

98％※（実施数/予定数 58６/596事業）

更新・改修方針（H28～R7）に基づく事業実施率（見込み）

100％（実施数/予定数 90/90事業）

※残り2%は後年度の別事業と合わせて実施予定等

（1,460,578㎡）

※（ ）内はＲ７年度末時点見込み

 6



学校・教育施設

50.5%公共用施設

（公の施設）

22.3%

その他公用施設

（庁舎等）

17.8%

警察施設

9.4%

（１）公共施設等の老朽化の状況 （２）人口推計と今後の見通し

（３）県の財政状況

（４）公共施設等の維持管理・修繕・更新等に係る経費の将来見通し

３ 公共施設等の現状および将来の見通し 本編p.7～13

ア 全体規模（R７.3.31現在の貸借対照表より）

• 資産額は、約1兆5,016億円で、内訳は、建築物・土地等が3,318億円、

インフラ施設が１兆435億円、公営企業施設等が1,263億円

イ 建築物の状況

• 建物数が約3,830棟、施設数が418施設、延床面積が約146.3万㎡

であり、このうち半分が学校・教育施設（R6年度末時点）

• 築50年以上の施設の割合（面積ベース）は、令和７年度では

約26％、令和17年度には約53％となる見込み

• 令和６年度末時点では、庁舎等、産業関係施設、保健関係施設および

学校・教育施設の３割以上が築50年以上（面積ベース）

ウ インフラ施設・公営企業施設の状況

• インフラ施設および公営企業施設においても老朽化が進行しており、今後、想定耐用

年数を経過した施設の割合が大幅に増加する見込み

• 2050年の滋賀県の総人口は122.3 万人とされており、2020年に比べて13.5%減少

• 年代別では、年少人口および生産年齢人口が減少する一方、高齢者人口は37.2万人から44.9万人

へと、30年間で約1.2倍に増加するとされ、少子・高齢化の一層の進行が見込まれる

• 一般会計の歳出規模は、令和5年度以降は物価高騰対策などの影響もあり、6,000億円台で推移して

おり、人件費・扶助費・公債費をあわせた義務的経費はほぼ横ばいで推移

• 社会保障関係費の増加や臨時財政対策債を除く実質的な県債残高の増加等が見込まれることから、

「滋賀県行政経営方針」に基づき、引き続き、歳入歳出両面にわたり財政健全化の取組を推進

• 将来も同規模で施設を保持し続けた場合に、中長期的に必要となる維持管理・修繕・更新等の費用

を試算した結果は次のとおり

負担総額（30年間） 単年度平均 （参考）R7当初予算

建 築 物 ５，１７０億円 １７２億円 103億円

イ ン フ ラ 施 設 ５，820億円 １９4億円 １90億円 ※

公 営 企 業 施 設 ５，３３０億円 178億円 153億円

金額は、概算事業費を機械的に推計したものであり、実際の所要額とは異なる。

建築物の種別内訳
（延床面積ベース）
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（１）現状および課題に関する基本認識等

（２）公共施設等の管理に関する基本的な考え方

（イ）点検・診断等

• 日常点検や定期点検、巡視、パトロール等により施設の機能・性能劣化等を把握し、計画

的に処置を行うことで、故障や不具合などを防止

• ドローンやAIの導入など、新たなデジタル技術の活用による点検・診断の高度化・効率化

（ウ）安全確保

• 法令の要請等に対応した施設基準を確保し、安全・安心に施設が利用できるよう対応

• 点検・診断等による危険箇所等の早期発見・早期対応、同種類似リスクへの対応により、

事故の未然防止・安全の確保

• 今後も利用の見込みのない施設は、適切に処分・除却を推進

（エ）耐震化

• 「地震防災緊急事業五箇年計画」に基づき、計画的な耐震対策を実施

• 施設の機能や役割等に応じて耐震安全性の目標を検討し、特に防災上重要な施設に

ついては、高い耐震性を確保

（カ）ユニバーサルデザイン化の推進

• 「淡海ユニバーサルデザイン行動指針」に基づく取組を推進

• 子どもから高齢者まであらゆる世代や障害者、外国人等、

「当事者の声」を施設整備に反映させるため、当事者参画の

取組を拡大

（オ）ＣＯ₂ネットゼロに向けた取組の推進

• 「CO₂ネットゼロに向けた県庁率先行動計画」に基づき、施

設の高断熱化や高効率機器・太陽光発電設備などの再エネ

設備を積極的に導入

• 施設整備時に排出する廃棄物の縮減による環境負荷の低減

• 取組の効果の見える化により、温室効果ガスの排出実態お

よび対策情報等を把握・共有

• 203１年度以降に行う施設の新築、更新（ﾌﾙﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝを含

む）にあたっては、ZEB Readyよりさらに高い省エネ性能

に対応

（キ）県産材（木材）の利用推進

• 公共建築物の原則木造化、木質化の推進

県の整備する公共施設のびわ湖材による内装等木質化率

令和12年度までに 100％

• 公共工事での積極的な滋賀県産木材の利用

• 木造設計に関する技術研修による人材育成等の取組を推進

(仮称）第二大津合庁設計に関するﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの様子

ア 公共施設等の老朽化の進行への対応
・人口減少や人口構造の変化に伴う将来の利用需要の変化を的確に捉え、施設の規模や配置、

提供する機能などを踏まえ、今後のあり方の検討が必要

・安全・安心への対応や地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出削減、共生社会の実現、

公共施設等のマネジメントに取り組む市町等との連携など、新たなニーズ等を踏まえた対応が必要

・老朽化対策にあたっては、増大する維持管理更新費用が県財政を圧迫し

財政の硬直化を招かぬよう、将来を見据えた計画的な対応が必要

・施設を適切に維持管理し、良質なサービスを提供することも重要

ア 良質な性能および安全性の維持・確保

４ 総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 本編p.14～18

イ 社会情勢等の変化への対応

ペロブスカイト太陽電池の活用例
写真提供：積水化学工業（株）

能登川高校ボクシング練習場

（ア）情報の一元管理

• 施設のマネジメントを効果的・効率的に推進していくためには、施設情報を適切に管理・

蓄積し、施設の維持管理や整備を行うことが重要

• 特に建築物については、劣化状況や工事履歴等の施設情報を蓄積したデータベースの構築

等による情報の一元管理に向けた検討を進め、施設の維持管理や老朽化対策等に活用

流域下水道施設

処理区間ごとに点検計画を策定し、カメラ等による

点検を実施。至急に対応を必要とする状況が確認

された場合には、速やかに修繕を実施

自走式TVカメラによる管渠の点検

赤字 原案からの主な追加・変更箇所
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４ 総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 本編p.19～23

イ 施設総量の適正化

• 持続可能で質の高い行政サービスを提供できるよう、個々の自治体の取組だけでなく、広域的・分野横断的な視野から規模や配置等の最適化が必要

• 必要な投資を行いつつ、公共施設等の適切な規模・サービス水準を踏まえた機能集約等の推進により施設総量の適正化を図り、維持管理費や更新費用をできる限り抑制

• 機能集約等の検討に当たり、公共交通のｱｸｾｽや災害ﾘｽｸ等、立地の適正化についても併せて検討 ・ ｲﾝﾌﾗ・公営企業施設等を含めた建物全体の施設総量を延床面積により管理

分野ごとの方針

建築物

• 中長期的な面積削減の見通しを踏まえつつ、県全体の施設総量（延床面

積）が令和７年度末より増加しないことを基本に、以下の取組を推進

• 役割を終えた施設の廃止、 更新にあわせた施設の集約化、大規模改修に

あわせた減築等を徹底し、将来負担額を縮減

• 特に庁舎・学校等の施設については、人口減少に伴う利用需要など、

社会情勢等の変化を踏まえ、施設のあり方を検討

例 地方合同庁舎建替え時には、他の地方単独庁舎等の集約化を検討

インフラ施設
• 真に必要な投資へ重点化するとともに、時代とともに変化する社

会の要請を踏まえた施設規模の適正化等を実施

【県営住宅】 ・長寿命化計画に基づき、集約建替や用途廃止を実施

公営企業施設
• 将来にわたる収支バランスなどの経営的視点、客観的指標による

優先度・必要性を考慮した適切な投資の実施

【工業用水道事業施設・水道用水供給事業施設】

・将来の水需要予測を踏まえて、ダウンサイジングも視野に入れた

施設規模の最適化を検討

ウ 施設の長寿命化、計画的な更新・改修

• 本方針期間だけでなく、20年、30年先を見据え、中長期的な観点で計画的な更新・改修の取組を進め、財政負担を平準化

• 老朽化が著しい施設について、箇所ごとに更新や改修の緊急性・必要性、投資効果、ＬＣＣ（ライフ・サイクル・コスト） 等を十分見極め、選択と集中を徹底

• 地方債や公共建築物等長寿命化等推進基金も有効に活用し、個別に設けられている施設整備関連の基金の統合および今後の老朽化対策の財源としての活用を検討

分野ごとの方針

建築物

インフラ施設
公営企業施設

• 計画的な更新・改修に当たっては、国の「第１次国土強靭化実施中期計画」を踏まえた取組を推進

• 国等の基準による施設ごとに定めた対策により長寿命化を推進。修繕に当たっては、合理的な対策を選択し、コスト縮減を実施

【交通安全施設】 ・信号柱（鋼管柱）建柱の際の防食塗装の実施 【港湾施設】 ・施設点検により不具合箇所や劣化状況の早期の把握・修繕

• 原則として令和７年度末時点で建築後45年以内かつ500㎡以上の建物（長寿命

化対象施設）において、適切な予防保全工事を行うことで、建物の目標使用年数を

65年以上から80年以上※に延伸。建替えに係る財政負担は長期的に平準化

• 建築後概ね50年以上が経過し、老朽化等が深刻な施設（長寿命化対策を講じない

施設）については、緊急性が高いものから優先的に事業化を図り、一律に建て替え

るのではなく、原則、耐用年数評価を実施し、構造躯体が健全な施設は大規模改修

（フルリノベーション） の手法も含めて検討

• 今後の人口減少等を見据えた施設総量の適正化を実施（再掲）

老朽化対策費用の更なる縮減・平準化

赤字 原案からの主な追加・変更箇所

※日本建築学会編集

「建築物の耐久計画に関する

考え方」を参考に設定
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４ 総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 本編p.24～28

エ 維持管理の最適化、施設の有効活用

（ア）維持管理の最適化

• 施設の管理コストや点検結果等の情報を収集し、データベース化することで、不具

合の早期把握や適時適切な修繕対応等に向けた活用を検討

• 施設の運営に当たっては、類似施設間のコスト比較、民間のノウハウや資金、人材

の更なる導入など、経営的視点を取り入れながら、維持管理の最適化を実施

• 「滋賀県DX推進戦略」に基づき、ドローンやAIなどの新技術も積極的に活用しな

がら、公共施設等の維持管理や運用面の見直しを検討

（イ）施設の有効活用

• 施設を活用した歳入確保策について積極的に推進

• 利活用の可能性がある資産について、民間事業者等と協働・連携し、具体的な利活用

の方策を検討

• 利活用の可能性がない資産について、所在市町における利活用の意向を踏まえた上

で売却等を実施

• 歴史的価値のある施設について、保存や次世代への継承の観点から有効活用を検討

（３）全庁的な取組体制の構築および情報管理・共有方策

（４）ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成に向けた取組

• 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針等の取組を通じて、持続可能な滋賀の実現とSDGsの達成に貢献

• 施設マネジメントを効果的・効率的に推進していくため、デジタル技術を活用した施設情報の集約化・共有化を検討

• 「公共施設等マネジメント会議」等を活用し、全庁的な推進体制の整備を図り、部局間の情報共有や調整、計画の進捗管理、庁内関係課向けの研修会等を開催

• 市町や国の機関との情報共有、連携の推進

（５）ＰＤＣＡサイクルの実施方針

• 本方針で定めた内容について、毎年度進捗状況や取組効果を評価し、その結果について県のホームページで公表

• 公共施設等を取り巻く環境や施設整備・管理手法の変化等にも柔軟に対応できるよう、適宜見直しを実施

分野ごとの方針

建築物 • 個別の施設ごとにＬＣＣを把握した上で、歳入確保・歳出削減、民間活力の活用等によるサービスの向上などを積極的に推進

インフラ施設
• 市町も含めた技術職員の不足や施設の老朽化等によるサービスの低下を防ぐため、効率的な運用と維持管理等に向けて検討

【流域下水道施設・水道用水供給事業施設】

・将来にわたる住民サービスの確保や能登半島地震、埼玉県八潮市の道路陥没事故の発生を背景に、上下水道施設やその維持管理の

重要性が再認識されており、持続可能な上下水道経営に向けた組織のあり方について検討するとともに、県と市町によるワーキング

グループを発足し、施設の点検・維持保全を含めた課題を共有し議論

【流域下水道施設】

・適正な維持管理に向けた官民連携（ウォーターPPP）の導入などについて検討

• 「滋賀のグリーンインフラ取組方針」を踏まえた維持管理の最適化

• 道路台帳の電子化やインフラ点検における新技術導入等により、効率的で効果的なインフラの維持管理を実施
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長寿命化対象施設（予防保全）

その他の施設（改修）

その他の施設（更新）

長寿命化対象施設（更新）

４ 総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針

（参考）建築物に係る経費の将来見込み （本編p.26～27）

後年度負担の縮減・平準化に資する「施設総量の適正化」、「施設の長寿命化」および「計画的な更新・改修」の取組を踏まえ、「建築物」に係る経費の将来見込みを算出
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長寿命化対象施設（予防保全）

長寿命化対象施設（更新）
その他の施設（改修）

その他の施設（更新）

（億円）

※施設の状況や県の財政状況等を踏まえ､
全体で更新・改修時期の調整が必要

＜試算条件＞ 長寿命化対象施設は、築65年時点で更新を想定。その他施設は、築50年で更新、築30年時点で大規模改修を想定

（億円）

所要額：30年間 約5,170億円（172億円/年） ※当面10年間 約2,657億円（266億円/年）

所要額：30年間 約3,690億円（123億円/年） ※当面10年間 約 950億円（ 9５億円/年）

赤字 原案からの主な追加・変更箇所

１．更なる長寿命化

２．大規模改修（ﾌﾙﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ）の採用

３．事業量の平準化

４．施設総量の適正化

対策内容

・・・ 目標使用年数の延伸（65年以上→80年以上）による後年度の財政負担の平準化（△960億円）

・・・ 対策費用の縮減（△520億円）

・・・ 「更新・改修方針」に基づく計画的な老朽化対策

・・・ 事業にあわせた施設の集約化、減築や役割を終えた施設の廃止等により、今後見込まれる経費を縮減

R18以降も中長期的に事業量を平準化
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５ 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 本編p.29～51

• 公共施設等の施設類型ごとの管理に関する基本方針は以下のとおり

施設の類型 主な施設 施設の現状、課題（抜粋） 基本方針等（抜粋）

１ 庁舎等 県庁舎、産業関係施
設 等

• 施設の老朽化は着実に進行しており、将来の更新や維持管理

に要する財政負担が大きな課題

• 施設総量の適正化、施設の長寿命化、施設の計画的な更新を柱とし

た取組を総合的に推進し、将来の更新や維持管理に係るトータルコ

ストを縮減・平準化
２ 学校 県立学校 • 築30年以上を経過した施設が８割超（面積ベース）

• 老朽化の進行による改修等の対応や経費負担が大きな課題

• 長期的には高校の生徒数は減少見込み

３ 警察施設 警察署、交番・駐在
所、待機宿舎 等

• 築40年以上経過した警察署が12署中５署

• 施設の老朽や相談室、来訪者用のトイレ、エレベーター、女

性職員が勤務するための設備への対応

【建築物】

【インフラ施設・公営企業施設】

施設の類型 主な施設 施設の現状、課題（抜粋） 基本方針等（抜粋）

４ 道路施設 橋梁、トンネル、舗
装路面、道路附属物
等

• 今後、橋梁等の老朽化が急速に進行

• 道路の管理瑕疵事故の発生、県民からの苦情・要望

• 点検年次計画に基づき、継続的に点検・診断を実施

• 新技術の活用や管理橋梁の統廃合など、新たな視点でのコスト縮減、

管理の効率化を検討

５ 河川管理施設 樋門、可動堰 等 • 約９割が建設後20年以上経過し、維持管理経費が増大の見込 • 長寿命化計画に基づき、維持管理・修繕・更新を適切に実施し、施

設総量の見直しや計画的更新等により財政負担を平準化

６ 港湾施設 大津港、彦根港、
長浜港、竹生島港

• 維持管理計画が必要な施設について計画を策定

• R６年度に「大津港活性化・再整備基本構想」を策定

• 「港湾維持管理計画」に基づき、施設の点検、施設の補修、施設の

計画的な更新により、現在保有する施設の有効活用を基本に、将来

の更新や維持管理に係る経費を平準化

７ 治水ダム 余呉湖ダム、日野川
ダム、石田川ダム、
宇曽川ダム、青土ダ
ム、姉川ダム

• ダム機能を維持するための設備のうち、耐用年数超過など健

全度の低いものへの対応

• ダム長寿命化計画に基づき、R５年度からの３ヶ年で、新技

術の活用およびコスト縮減を検討したうえで更新

• ダムごとの「長寿命化計画」および６ダムをとりまとめた「滋賀県

治水ダム長寿命化計画」に基づき更新改良、維持補修に係る経費を

縮小化・平準化

８ 砂防関係施設 砂防堰堤、床固、地
すべり防止施設 等

• 県内の砂防関係施設は約6,200施設と膨大

• 今後、建設後50年以上となる施設が急増する見込み

• 「長寿命化計画」に基づき、施設の点検、修繕、改築、更新を計画

的、重点的に実施

９ 公園施設 都市公園 • ７公園中４公園で開設30年を経過

• 「滋賀県公園施設長寿命化計画」に基づき概ね５年毎に計画

を更新

• 公園利用者の安全性の確保およびＬＣＣ縮減の観点から、公園施設

の適切な修繕や改築を計画的に実施し、指定管理者との情報共有、

長寿命化計画の進行管理を実施
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５ 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 本編p.52～74

【インフラ施設・公営企業施設】

施設の類型 主な施設 施設の現状、課題（抜粋） 基本方針等（抜粋）

10 県営住宅 県営住宅 • 現在17団地（1,468戸）で建替事業を完了（全体の約51％）

• 定期的に「滋賀県営住宅長寿命化計画」の見直しを行い、事

業量の調整や平準化を実施

• 「滋賀県営住宅長寿命化計画」に基づき、県営住宅の維持管理、更

新等を計画的に実施

11 農業水利施設等 農業水利施設、農業用
ダム・ため池、農道等

• 大部分が既に30年以上経過し、一定のまとまりをもって老朽

化が進行していることから、計画的な機能保全が必要

• 農業水利施設等の適切な保全管理と効率的な保全・更新対策を行い、

長寿命化を図り、将来の更新や維持管理に係る経費を縮減

12 治山・林道施設 治山堰堤、山腹工、
林道等

• 森林の維持増進が図られていれば、施設の維持管理は必ずし

も必要ではないものの、防災・減災機能を兼ねた治山施設に

ついては、適切な維持管理が必要

• 長寿命化計画策定にあたり、優先度の高い箇所から点検を行い、よ

り長期的に、施設の効果が発揮できるように修繕等の対策を実施

• 林道施設は、定期的な点検等を行い長期的な視点で管理

13 交通安全施設 信号機、大型標識
等

• 耐用年数経過施設や経年劣化施設への対応

• 定期的な点検による老朽化の実態の確実な把握

• 総量の適正化を図るため、新設は真に必要な箇所を精査し選定

• 必要性の低下した施設は廃止（撤去）や必要箇所への移設を検討

• 信号灯器のLED化等により信号灯器の視認性が向上した場合には、複

数ある灯器の削減により総量を適正化

14 その他施設 自然公園施設、水質
自動測定局 等

• 公の施設の量的な見直し等により維持管理費の低減が一定進

んだが、施設の老朽化が進行

• 施設の設置状況等を踏まえた適時的確な対策の実施、将来の更新や

維持管理の縮減

• 不要となった施設は他用途への転用や適切な処分、除却等を実施

15 公営競技事業施設 競艇場 • 施設の老朽化・陳腐化が著しく、施設の大規模改修が必要
• R６年度に解体した旧第３スタンドおよび旧管理棟の跡地活

用策について、スタンドの大規模改修と併せて検討

• 現スタンドは、新規ファン等の来場増につながるよう、リニューア
ルするとともに、旧第３スタンドおよび旧管理棟の解体跡地につい
ては、バス・タクシーターミナルの整備を検討

• 競艇事業に係る施設の管理・改修は、今後も事業収益の中で対応

16 流域下水道施設 管渠、処理場
ポンプ場 等

• S57に供用開始し、R５末の下水道普及率は93.0％
• 更新時期を迎えている膨大な機械設備・電気設備等の対応
• 災害時に適切な対応ができるよう、地震および下水道管破損

等による陥没事故発生時等の連携体制を構築

• ストックマネジメント計画に基づき計画的かつ効率的な改築更新
• 汚水処理構想に基づき、定量的な指標による適切な施設整備

17 工業用水道事業
施設・水道用水
供給事業施設

管路、浄水場 等 • 管路は老朽管の更新と共に耐震化が課題であり、耐震管率は
水道管路で43.3％、工水管路で15.7％

• 受水市町、企業からは物価高騰による事業費の高騰に伴う工
事進捗の遅延および水道料金の値上げに対し厳しい意見

• 「企業庁アセットマネジメント計画」に基づき、将来を見据えたよ
り効率的・効果的な施設整備計画、実用的かつ持続可能な維持管理
計画、施設整備計画や維持管理計画と連携した財政収支計画を策定
し、より健全で効率的な事業運営を実施

18 病院 総合病院、精神医療
センター

• 小児新棟は、患者家族からの要望などをふまえ、今後再検討
し、令和13年度中の供用開始を目指す

• 患者の満足度向上、安定的・持続的で良質な医療の提供に資する施
設・設備の整備

施設の類型 主な施設 施設の現状、課題（抜粋） 基本方針等（抜粋）

19 大学 県立大学 • 施設の多くはH７年の開学時に整備されたもので、建築後30
年以上を経過し、建築物、設備を問わず、全体的な経年劣
化が顕著

• 施設総量の適正化、施設の長寿命化、施設の計画的な更新を
柱とした取組を総合的に推進し、将来の更新や維持管理に係
るトータルコストを縮減・平準化

【地方独立行政法人】

赤字 原案からの主な追加・変更箇所
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